
 

新しいタイプの商標の出願方法 
 ～ 出願の際の注意事項及び様式～ 

 
 
  

商標の願書への記載は、出願する商標

のタイプに合わせて、図又は写真によ

り（※音商標の場合は文字又は五線譜

等により）記載します。 【書類名】 商標登録願 
（【整理番号】） 
（【提出日】 平成 年 月 日） 
【あて先】 特許庁長官 殿 
【商標登録を受けようとする商標】 
 
 
 
 
【○○商標】 
【商標の詳細な説明】 
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 
 【第 類】 
 【指定商品（指定役務）】 
【商標登録出願人】 
 （【識別番号】） 
 【住所又は居所】 
 【氏名又は名称】 
 【代表者】          ○印  又は 識別ラベル 
 （【国籍】） 
【代理人】 
 （【識別番号】） 
 【住所又は居所】 
 【氏名又は名称】 
（【手数料の表示】） 
 （【予納台帳番号】） 
 （【納付金額】） 
【提出物件の目録】 
 【物件名】商標法第５条第４項の物件 １ 

出願する商標のタイプに合わせて、 
 【動き商標】、【ホログラム商標】、 
 【色彩のみからなる商標】、 
 【音商標】又は【位置商標】 
と記載します。 

音商標については、商標法第５条第４

項の物件として、その音をＭＰ３形式

で記録したＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ

を添付します。 

 

商標登録を受けようとする商標を特

定するように、商標の詳細な説明を記

載します（※音商標の場合は、記載は

任意です。）。 

※本説明資料は、新しいタイプの商標の出願方法のポイントをまとめた資料となります。 

一般的な出願方法に関する説明、願書の様式等については「出願の手続（新しいタイプの商標に関する事項については、

４月１日に改訂版を公表予定です）」（http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syutugan_tetuzuki.htm）、 
電子出願に関する説明、願書の様式等については「電子出願ソフトサポートサイト（新しいタイプの商標に関する事項

については、３月３１日に改訂版を公表予定です）」（http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/index.html）をご覧ください。 

※施行日（出願受付開始）は、平成２７年４月１日です。それより前の出願は受け付けることができませんのでご注意く

ださい。 
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別紙１： ４月 28 日発行の公開商標公報に掲載されている音商標の一例 

 

【音商標】 

出願人 出願番号 商標 区分／指定商品・役務 

大幸薬品 2015-029809 

 

5 類 薬剤 

GMO インターネット 2015-029810 

 

35 類 ドメイン名取得

申請手続きの事務処

理代行 

オリンパス 2015-029815  

 

9 類 理化学機械器具，測

定機械器具，写真機械器

具等 

10 類 医療用機械器具 

味の素 2015-029817 

 

5 類 サプリメント等 

29 類 カレー・シチュー

又はスープのもと等 

30 類 調味料，香辛料

等 他 

サンヨー食品 2015-029838 

 

29 類 カレー・シチュー又

はスープのもと等 

30 類 カップ入りの具及び

スープ付きの即席中華そ

ばのめん等 

花王 2015-029889 

 

3 類 せっけん類，化粧

品 

エステー 2015-029931 

 

5 類 薬剤（農薬に当た

るものを除く。）等 

エプソン販売 2015-029977 

 

2 類 インクジェットプリ

ンター用インキ等 

9 類 プリンター，インク

ジェットプリンター等 



アコム 2015-030027 

 

36 類 キャッシュカー

ド・クレジットカード発行

の取次ぎ又は斡旋並

びにこれらに関する情

報の提供又はコンサル

ティング等 

伊藤園 2015-030106 

 

30 類 茶，茶飲料 

三井不動産

リアルティ 

2015-030162 

 

35 類 広告業等 

36 類 資金の貸付け

等 

37 類 リフォーム工事

等 他 

救心製薬 2015-035608 

 

35 類 広告業，商品の

販売に関する情報の

提供等 

タイガー魔法瓶 2015-036571 

 

7 類 化学機械器具等 

11 類 暖冷房装置等 

21 類 ガラス製包装用

容器（「ガラス製栓・ガ

ラス製ふた」を除く。）

等 

  


